
テーマ２ こども家庭センターの設置促進について 

 

 

 

 

 

 

 

■こども家庭センターについて 

市町において、「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」の設立

の意義や機能は維持した上で組織を見直して設置する包括的な相談支援機関 

〔こども家庭センターの設置イメージ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔こども家庭センターの組織体制のイメージ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年の児童福祉法改正により、令和６年４月から市町は子ども家庭総合支援拠点（児

童福祉）と子育て世代包括支援センター（母子保健）の組織を一体化した相談機関「こども

家庭センター」の設置が努力義務となった。 

市町は、こども家庭センターを設置し、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの一体的な相

談対応、支援を要する子どもや妊産婦等に対するサポートプランの作成やマネジメント等

を担っていくこととなる。 

   

県では、こども家庭センターの全市町への設置を促進していくこととしているが、子

育て世帯が身近な場所で相談支援を受けられる体制の整備を進めていくために、今後ど

のような取組が必要と考えられるか。 
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■市町における子育て家庭への支援の充実について 

児童福祉法の改正により、地域子ども・子育て支援事業の充実が図られ、市町は事業の

計画的整備と、特に支援が必要な者に対する利用勧奨・措置を実施することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■県内市町における設置状況について 

令和４年４月時点で県内全市町が「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援

センター」を設置済であり、組織や設置場所の統合を更に促進していく必要がある。 

市町名 

組織 

設置場所 
統合 

子ども家庭総合支援
拠点担当課 

子育て世代包括支援
センター担当課 

下関市  こども家庭支援課 健康推進課 同一建物 

宇部市 〇 こども支援課 同左 同一建物 

山口市 〇 子育て保健課 同左 同一建物 

萩市  子育て支援課 健康増進課 同一建物 

防府市  子育て支援課 健康増進課 別建物 

下松市  子育て支援課 健康増進課 別建物 

岩国市  こども支援課 健康推進課 同一建物 

光市 〇 子ども家庭課 同左 同一建物 

長門市  子育て支援課 健康増進課 別建物 

柳井市  こどもサポート課 健康増進課 別建物 

美祢市  子育て支援課 健康増進課 別建物 

周南市 〇 あんしん子育て室 同左 同一建物 

山陽小野田市  子育て支援課 健康増進課 同一建物 

周防大島町  福祉課 健康増進課 別建物 

和木町 〇 保健福祉課 同左 同一建物 

上関町 〇 保健福祉課 同左 同一建物 

田布施町  町民福祉課 健康保険課 別建物 

平生町  町民福祉課 健康保険課 別建物 

阿武町 〇 健康福祉課 同左 同一建物   


